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平成 22 年度（2010 年度）ＮＧＯ・外務省定期協議会 
「第２回連携推進委員会」 議事次第 

 
                    日 時：平成 22 年 11 月８日（月） 14:00～15:53 

                    場 所：外務省 南２７２会議室  

１．開 会  

２．冒頭挨拶  

  （１）山花政務官  

  （２）能化国際協力局参事官（ＮＧＯ担当大使）  

  （３）山口民間援助連携室長  

３．報告事項  

  （１）平成 23 年度ＯＤＡ概算要求について  

      【貴島 善子  外務省 国際協力局 政策課 企画官】  

  （２）草の根人間の安全保障支援無償のレビューについて  

      【大橋 正明  （特活）国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）理事長】  

  （３）ＭＤＧｓ特別総会について  

      【稲場 雅紀  ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会 連携推進委員】  

      【松浦 博司  外務省 国際協力局 地球規模課題総括課 課長】  

      【大橋 正明  （特活）国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）理事長】  

  （４）ＮＧＯ連携無償資金協力、“重点課題”の応募状況について  

      【山口 又宏  外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】  

  （５）長期スタディ・プログラムの後期募集について  

【山口 又宏  外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】  

  （６）ＮＧＯ事業補助金について  

      【山口 又宏  外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】  

  （７）アフガン市民ファンドについて経過報告  

      【堀江 良彰  難民を助ける会】  

  （８）コミュニティ開発支援無償について  

      【魚井 雄一朗 外務省 国際協力局 開発協力総括課 課長補佐】  

４．協議事項  

    政策形成における連携、ＮＧＯ環境整備支援事業  

      【稲場 雅紀  ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会 連携推進委員】  

【山口 又宏  外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】  

５．閉 会  
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○倭島 もう皆さんおそろいのようですので、時間はまだ若干、あと１～２分ございますけれども、せ

っかくですので始めさせていただきたいと思います。  

 本日は「平成 22 年度（2010 年度）ＮＧＯ・外務省定期協議会『第２回連携推進委員会』」ということ

で始めさせていただきたいと思います。本日、司会を務めさせていただきます民間援助連携室の倭島で

ございます。よろしくお願いいたします。  

 冒頭、簡単に議事次第の確認をさせていただきたいと思いますけれども、今、お手元に本日の議事次

第ということで資料をお配りしていると思いますので、これに沿って簡単に御説明させていただきます。 

 最初に「１ 冒頭挨拶」ということで、新しく外務大臣政務官に就任された山花政務官のごあいさつ

をいただきまして、新たにＮＧＯ担当大使になりました能化国際協力局参事官、それから、これまた新

しく民間援助連携室長に就任しました山口の方から冒頭に一言だけごあいさつをさせていただきたいと

思います。  

 その後「２ 報告事項」に移りまして、まず「（１）平成 23 年度ＯＤＡ概算要求について」というこ

とを外務省の方から説明させていただきまして、続いてＪＡＮＩＣ理事長の大橋さんの方から「（２）草

の根人間の安全保障支援無償のレビューについて」ということで御報告いただきます。その後「（３）Ｍ

ＤＧｓ特別総会について」ということでＮＧＯ側、外務省側双方からそれについての報告あるいは質問

についてのお答えを差し上げるということでございます。その後、民間援助連携室長の方から「（４）Ｎ

ＧＯ連携無償資金協力、“重点課題”の応募状況について」の御説明。引き続いて「（５）長期スタディ・

プログラムの後期募集について」の御案内、「（６）ＮＧＯ事業補助金について」も併せて御案内させて

いただきます。それから、難民を助ける会の堀江様の方から「（７）アフガン市民ファンドについて経過

報告」をいただいた後「（８）コミュニティ開発支援無償について」を外務省開発協力総括課の方から御

案内を差し上げます。  

 それと、最後に「３ 協議事項」として「Ｉ 政策形成における連携、ＮＧＯ環境整備支援事業」に

ついて稲場さんの方から御説明いただいて、私どもの方から簡単にお答えを差し上げる。それともう一

つ、本日予定されておりました「II 地域ＮＧＯの視点からのＮ連改革案－国際協力への広範な市民の

共感と参加に向けて」ということで名古屋ＮＧＯセンターの野田さんの方からお話をいただく予定だっ

たんですが、今日は御都合がつかずに御欠席ですので、この議題は次回の連携推進委員会で取り上げる

ということにさせていただきたいと思います。  

 まず冒頭に山花政務官の方から一言ごあいさつをいただきますけれども、本日別件がございまして、

御出席いただくのは冒頭の 30 分のみということになります。そこのところは御了解いただければと思

います。  

 それでは、政務官、よろしくお願いいたします。  

◎山花政務官 皆さん、こんにちは。外務大臣政務官を拝命いたしました山花郁夫でございます。平成

22 年度の外務省とＮＧＯの定期協議会、第２回の連携推進委員会の開催に当たりまして一言ごあいさつ

を申し上げます。  

 民主党政権が発足いたしましてから、外務省はＮＧＯの皆様との一層の連携の強化のために取り組ん

でまいりました。前原新大臣の下でも、この方向性を維持してまいりたいと思っております。副大臣・

政務官の中では、私が前任の西村智奈美政務官からこの課題を引き継ぎまして、ＮＧＯとの連携に関し
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まして主たる担当を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いを申し上げます。  

 今後とも、この連携推進委員会を始め外務省・ＮＧＯの定期協議会に、外務省側から時間の許す限り

政務三役の出席をさせていただきたいと思っております。時間の許す限りということなんですが、今日

は申し訳ありません、30 分しかいられないんですけれども、御容赦いただきたいと思います。  

 外務省とＮＧＯとの連携強化については、これまでも定期協議会への政務三役の出席とか、あるいは

ＮＧＯ連携無償の抜本的見直しなど、多くの進展があったと承知をいたしております。今後もＮＧＯと

のさらなる連携強化に向けまして、この連携推進委員会の場も活用しながらＮＧＯの皆様方との建設的

な意見交換を深めて、外務省・ＮＧＯ双方がそれぞれの課題に取り組んでいければと考えております。  

 この後、14 時半目途に所用で退室をいたしますけれども、この協議の場で充実した議論が行われるこ

とを期待いたしております。よろしくお願いいたします。  

○倭島 どうもありがとうございました。  

 続きまして、ＮＧＯ担当大使として新しく就任しました能化参事官の方から一言ごあいさついたしま

す。  

○能化 能化と申します。よろしくお願いします。  

 ８月 20 日に国際協力局参事官ということで、所掌上はこちらにおります山田の後任でございまして、

ＮＧＯ担当大使も拝命しております。他方、山田の方もＮＧＯ担当大使は継続するということで、外務

省として２人体制でＮＧＯとの関係を図っていきたいということでございます。  

 私、８月まで東アフリカのジブチで勤務しておりまして、その何年か前は西アフリカのコートジボワ

ールにおりましたので、アフリカではいろんな業務をやらせていただきました。そういった経験なども

踏まえながら皆様とよく協力していければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

○倭島 ありがとうございました。  

 それでは、もう一人、新しい民間援助連携室長の山口の方からも一言ごあいさついたします。  

○山口 ９月 15 日に今の民間援助連携室長になりました山口でございます。よろしくお願いいたしま

す。  

 私の方はＮＧＯと一緒にお仕事をする機会が今まで余りなかったのでございますけれども、アラブ地

域が専門ということで、一応アラブの専門家ということになっておるんですが、16 年間ぐらい途上国の

経済協力に従事してまいりました。ＮＧＯの連携強化推進をする部屋の責任者として精いっぱい頑張り

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○倭島 それでは、早速「２ 報告事項」の方に移りたいと思いますけれども、１つお願いでございま

すが、発言される方は私が指名してから発言していただきたい。それから発言される前に、これは記録

の関係でもありますけれども、御所属とお名前を言っていただいた上で発言をお願いしたいと思います。 

 それでは、最初の報告事項でございますが「（１）平成 23 年度ＯＤＡ概算要求について」ということ

で、貴島国際協力局政策課企画官の方から御説明いたします。  

○貴島 政策課の予算を担当しております、企画官の貴島でございます。よろしくお願いいたします。  

 お手元に横長の「平成 23 年度外務省所管概算要求の概要と重点項目」といった概算要求に関する資

料を置かせていただいています。  

それで、この４ページに、今年どういう方針で政府の方から各省庁に対して予算を編成するようにと
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言われたか、というその方針に従って、外務省がどういうふうに予算をつくったかという説明が書いて

あるのですが、すなわち今年は、政府は新しい予算要求のプロセスの方針を示しまして、まず昨年度比

で 10％減の予算をつくる。それで予算の効率化をしながらそういうものをつくった後、すべての役所が

10％減をしておりますので、その差額に当たるところですが、各省とも全く新しいことをするという、

新しい政策のために必要なもの、特に元気な日本のために、もしくはマニフェストの実現のためにとい

う幾つか基本方針はあるのですが、そのために要望したいものがあれば、それは別途、要望枠という形

で案を出すべしという指示がおりてきております。  

そのため外務省としては、外務省というものは大きな事業用の予算はＯＤＡなので、どうしても運営

していかないといけない我々の出張経費や人件費や在外公館を運営していくお金以外の部分については

ＯＤＡと言われるお金、特に外務省の方で見ておりますのはバイの無償、バイの技協、そしてマルチの

お金で、マルチの中には義務的な分担金と、我々がこれだけどこに出そうと言って出す拠出金と、この

４つをどこに出して、どういうふうに使っていくかというものをまず精査しないといけないということ

になったわけです。  

 初めに分担金については、日本の不景気のせいで日本のＧＤＰが世界の中で占める割合が減っており

ますので、大変幸いなことに分担率が少し減っておりますので、これを、分担金というものは義務的な

ものではございますが、お陰様で少し減ることになりました。  

 残りの部分についてどうしたかといいますと、バイでなかなかやりにくいところ、例えば、人道的な

支援等、もしくは平和構築等すべてバイではできない部分についてむしろ活躍してもらっているような

国際機関への拠出、今年の開発協力のテーマであるＭＤＧｓ、には予算をつけつつ、ほかのところでも

代替できると思われるところについて大きく切り込むというような形でめり張りをつけました。  

 一方でバイの予算について、ＯＤＡは無償資金協力と技協の２つをどういうふうに使うかということ

ではありますが、どうしても１割減という中で、今、申し上げたようなどうしても減らせないところを

考えると外務省の予算は、全体的に各省 10％と言っていますが、外務省は今年ＡＰＥＣ等があったので、

その部分は差し引いて計算しないといけませんので、今年度の予算から行きますと 11％減となるんです

が、それよりもあともう少しだけ削った形で無償と技協に分けております。  

 そういう形でつくった上で、要望枠というところにはほとんどＯＤＡで戻そうということで、新しい

形の、どういうような途上国支援をするかというスキームや、どうしても必要なものを要望枠で乗せる

というふうな方針を立てました。  

 ５ページは字ばかりなんですが、結局、我々は要望枠のところに、①既に新政権になりましてプレッ

ジをした、おおよそ今後の５年間で 50 億ドル程度のアフガニスタン支援をしていくといった、我が国

が行ったプレッジを果たしていくためのもの。②今年は特にＭＤＧｓのサミットがありましたが、やは

りこれは世界共通の我々の課題ですので、ＭＤＧｓの達成のための支援。③それから、新成長戦略。こ

の新政権の下では新成長戦略ということで、日本の景気回復にも役立つような形で、どういうふうに日

本の技術、もしくは日本のインフラパッケージを海外に展開していくかということが問われております

ので、それにも資する形で海外の発展のために貢献できるような無償や技協の分を積む。④もう一つ、

新政権の下でＮＧＯとの連携を一層強化していくという方針があります。また、新しい政権の下では「新

しい公共」という形でＮＧＯの方々の役割を重視しておりますので、外務省といたしましてもＮＧＯの
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方々の活動をより一層支援していくための予算を、要求以外に要望の方でも新しいスキームという形で

予算要求をすることにいたしました。  

 この４本の柱がＯＤＡ関係で実施する事業です。  

 あと一部、ソフト・パワーの関係の予算を積んでおりますが、646 億円分の外務省の枠の大半がＯＤ

Ａということになっております。それをこの４つの柱に割り振るという形で、この４つのそれぞれにつ

きましては次のページからもう少し詳しく、どのような形で乗せているかというものを書いてあります。 

 このプロセスなのですが、この要求の部分というものは毎年の通常のプロセスよ同じように、まず、

外務省の原案をつくりました。そして、今度は財務省との関係でいろいろ細かく説明をし、政府全体の

要求案はつくっていくということになっておりますが、今年の新しいプロセスである要望枠につきまし

ては、まず各省が出しているいろんな新しい政策についてパブリック・コメントにかけるということに

なっております。ただし、このパブリック・コメントの期間はもう終わってしまいました。  

 パブリックコメントについては、いろいろな御意見をいただきまして、外務省のこの４つのＯＤＡ関

係プラス、最後のソフト・パワーの関係の５つの事業についても御意見をいただきました。特にＮＧＯ

の方々におかれてはこういったプロセスが動いているということも御理解いただいていたようですし、

10 月の初めにグローバルフェスタを行ったときにこの話も少し出てきましたので、その後ぐらいから、

ＮＧＯの方々が意識してパブリック・コメントに参加されていただいたのではないかと思われるような

意見が見受けられました。  

 ただ、様々な意見をお持ちの多くの方々がこのパブリック・コメントに参加された結果として、外務

省の事業すべてに人気があったわけではありませんでした。ただ、いろいろ我々は、どなたがという名

前は出てきませんが、どういう出身の方、どういう職業の方がどういうコメントをしていただいている

かということは、私たち自身は、外務省のものだけについてはどういう意見があったかというのがわか

ります。その中で、多くの国際的なお仕事や国際協力に携わっていらっしゃる方、特にＮＧＯの方々が、

特に新成長戦略とミレニアム開発目標について日本はやはり貢献していくべきであるとのコメントをし

ていらっしゃっていました。そういう意見を寄せていただいた方が多かったということが事実としてあ

ります。  

 それ以外の方も意見を寄せていただいていますので、一番、これはやるべきであるという意見が多か

ったのは新成長戦略。次に多かったものが、ミレニアム開発目標の達成のための貢献であったというこ

とを御報告していきたいと思います。その過程で、もし皆さんの団体の中で積極的に意見をいただいた

方もいらっしゃるのであれば心から感謝いたしたいと思います。  

 ただ、多くの意見の中には、ＯＤＡなどやるべきではない。日本は今、厳しい経済状況にあるのだか

ら人の国など世話をする暇ではないとか、大変悲しいことですが、ＮＧＯとの連携ということに関して

言いますと、政府がお金を出したらＮではないとか、ボランティアだったら自分の金で行けとか、非常

に厳しい意見を出されていた方もいらっしゃった方もおられるのも事実であります。  

 ただ、我々外務省といたしましては、日本の国際貢献という面において、ＮＧＯの方々で、特にそう

いった途上国への支援において活躍していただいている方の、まさに、力、やる気、技術、そして、経

験、そういったものを我々政府が活かさせていただいて、そして支援が有機的に、効率よく、そしてき

め細かな形で、その場の必要性に応じて、大きなもの、小さなもの、きめ細かいもの、草の根というレ
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ベルのいろんなところでの組み合わせによって、最も効率的に途上国のためになる支援ができるのだと

思っておりますし、国民が参加するということが公共なので、我々自身としては、パブリック・コメン

トは、コメントとしていただいたものという意味ではいただいておりますが、むしろ我々の考えている

ようなものが国民により理解されていくように国民の理解、そして支持を得られるような努力をもっと

していかないといけないという意味で、その意見はいただいて、そして更に今後のプロセスに続けてい

きたいと思っております。  

 ただ、この要望枠のプロセスというものは、このパブリック・コメントを受けて、次に政策コンテス

トというプロセスに今、入っておりまして、国会議員の先生方、それから財務省といった、元気な日本

枠等に関わっていらっしゃる方の前で、各省が自分の要望枠に入れているものについて説明をし、政策

の評価を受けるというプロセスをやり、その上で予算の金額について固めていくというプロセスになっ

ております。今週の水曜日の夜にそういったプロセスが行われることになっておりますので、我々、ど

の案につきましても是非予算をいただけるようにプレゼンをしていきたいと思っておりますし、外務省

の代表といたしまして、伴野副大臣、そして山花政務官と徳永政務官にも出ていただいて、頑張って説

明をして、理解が得られるように努力していきたいと思っている次第です。  

 その政策コンテストのプロセスが終わって、その後、結局、今の要求枠と要望枠と、両方についてい

ろいろと査定をされていくのですが、あらゆる省庁が１割削減されたところで 1.3 兆円分というふうな

枠があるはずなんですけれども、あらゆる省庁が相当な要望を出しておりまして、１割削減されたら１

割分しか要求できないはずなのにもかかわらず、少し切り込んだところは３倍要求していいということ

になってしますし、切り込んでもいないけれども要望している役所もありまして、全部で今、2.9 兆円

も要望が出ているそうで、単純計算しますと 2.9 分の 1.3 は４割ということで、何と厳しいコンテスト

なんだろうと思いながら、めげることなく、訴えるだけは訴えていきたいと思っているところです。こ

ういう状況に現在、11 月の初旬の段階ではなっているということになっております。  

 予算につきましては、プロセスと我々の考え方というものは以上、簡単に御説明させていただきまし

たが、もし御質問があれば１問、２問なりお答えしたいと思います。  

○倭島 御質問のある方がいらっしゃれば、挙手をしていただければと思います。  

 大橋さん、どうぞ。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣの大橋でございます。御説明ありがとうございました。

書面をいただいただけですとなかなかわからなかったものを説明していただくと、やはり浮かび上がっ

てきて非常にすっきりわかりました。コンテストでは御健闘いただきたいと思っております。  

少し細かなことなのですけれども、９ページで、「要求枠（109 億円）」の中の「２．技術協力（73 億

円）」は何のことを指しているかということがもしわかれば教えていただければと思います。この金額が

よくわからなかったんです。  

○飛林 お答えします。民間援助連携室の飛林です。お世話になっております。  

 73 億円は、恐らく皆さんが感じていらっしゃる金額より相当多いのではないかということなんだと思

うんですけれども、昨年度以来、外務省が予算要求をする際には、政策目標の追求ごとに予算を分けて

おります。これは昨年度も簡単に説明させていたんですが、ＮＧＯとの連携に資するＪＩＣＡ技術協力

を実績に基づきまして分けておりまして、これには草の根技術協力のほか、通常の技術協力プロジェク
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トとか、proteco と言われる民間活用型技術協力プロジェクト、これらで広義の意味でＮＧＯと取り得

るであろうというものの実績に基づいて予算要求しているということで、技術協力プロジェクトとか、

そのほか地球ひろばのＮＧＯ支援の金額、そういったものが含まれてこの金額になっております。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） ありがとうございます。  

●堀江（ジャパン・プラットフォームＮＧＯユニット） ジャパン・プラットフォームの堀江です。御

説明ありがとうございます。  

 少し質問で、特に今の９ページのところで確認をしたいのですけれども、NGO 向けには、要求枠で無

償資金協力に 34 億円で、要望枠で 15 億円ということで、全部で 49 億円になると思います。まずお伺

いしたいのは、この要求枠にもやはり調整・査定があって減らされる可能性があるのかということ。  

 あとは、大使館ごとの草の根人間の安全保障無償というものはこの 73 億円の方に入ってくるのか。

そこの出どころをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。  

 

○貴島 「要求枠（109 億円）」の中の「２．技術協力（73 億円）」と書いてあるものは、基本的にここ

にいらっしゃるようなＮＧＯの方々に直接行くものではなくて、どちらかといいますとＪＩＣＡのいろ

んなスキームのところを通じて、広義の意味でＮＧＯの方々に資する形のスキームのところに行くもの

であります。なので、むしろジャパン・プラットフォームさんやＮＧＯの皆さんの活動そのものに行く

ものは 34 億円の部分です。それと、要望枠に積んでいる 15 億円です。  

 それで今後の確実性ですが、要求枠というものは、今までの予算要求であれば８月 31 日の時点で外

務省が外務省原案をつくって、それしか財務省に行かない。そこから 12 月末まで長い間、財務省対あ

らゆる省庁の闘いの中で、事細かに１個ずつの案件について、もっと効率化できるとか、もう少しこれ

は要らないとか、本当に実施できるのかということについて細かく査定されて減っていくプロセスでは

あります。ただし、どちらかといいますと、財務省の観点は効率化できるかどうか、こんなものでは実

現性が低いのだったらもう少し減らしておくべきであるという細かい、役人対役人の交渉でした。この

34 億円についてもそういうプロセスが行われております。  

 現在のこの 11 月初めまでの間に、財務省と我々外務省の間でのこの 34 億円をめぐるいろんな説明に

ついて言いますと、我々はそもそも、もう要求枠に至るまでに相当減っているので、効率化は完璧にや

っていますし、34 億円は絶対に使えると思っていますから積んでいるといいますか、これでは足りない

のでもっと 15 億円の方にも積んでいるんですから、ここまで切られたら死んでしまうというぐらいの

説明をして、鬼の形相でやっていますので、今のところ財務省は、もっと効率化できる、とか、こんな

ものは実現できませんね、というふうな断定的な判断には至っていないだろうとの雰囲気を私は感じて

おります。今後どうなるかはわからないのですけれども、私はあくまでもこれは死守するつもりで説明

をしております。  

 ですが、更にこれでは足りない。もっとＮＧＯの方に活動していただくためにということで要望の方

にも積んでいます。ただし今の政府の方針は、単に少し切って付け替えたというものでは要望枠とは認

めてくれません。要望というものは今までの要求とは違うものでなければいけません。その意味で、新

たに出した要望の一つは、スーダン等のアフリカの気候のせいで悲惨な状況になった人々への支援とい

うのは、今までやっていたというわけではなくて、今、新しく出てきたニーズですというふうに御説明
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していますし、N 連を通じた緊急人道支援事業の拡充と言っていますが、これも、昨年度からいろいろ

と外務省と NGO の方々との間で、お話し合いをさせていただいた中で、実績がある NGO に対し、話

し合いで決めた分野についてのみ、特別に３年間の複数年度という、今まで以上に長い期間で大きな金

額で事業を実施していただくことになりましたが、そのための新スキームのための部分でございますと

いうことで要望枠に積んでいます。別に要求でやっていたものを単にもっと欲しいというだけに積んだ

ものではございませんと違いを明確に説明をしているところでございます。  

こちらについては、まずパブリック・コメント。そして、政策コンテスト。それから査定。という話

なので、パブリック・コメントのところで大きな評価が得られたか。今度の政策コンテストでどのぐら

い支持を得られるか。そしてその後の、さっき言いました 2.9 兆円分の 1.3 兆円の中で勝ち残れるかと

いうものにかかっておりますので、それにどれだけ説得力が出せるかというのは私自身、まだ今は努力

中であり、まだ何の評価も下っていないところですので、お答えできないという状況にあります。  

 以上です。  

●堀江（ジャパン・プラットフォームＮＧＯユニット） ありがとうございます。  

○倭島 よろしいでしょうか。ほかに御質問があれば、どうぞ。  

 宮下さん、どうぞ。  

●宮下（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの宮下です。  

堀江さんの質問で、草の根人間の安全保障の部分はどこに入るのかということをお話ししたかと思う

んですけれども、それについてはいかがでしょうか。  

○貴島 それについても、これは要求枠の中でＪＩＣＡの交付金等の中とか、この技協の中でやってい

るものについては、今、細かく外務省と財務省の担当の間で話をしています。  

○山田 今の御質問は、草の根人間の安全保障無償で海外のＮＧＯなどに出す、それはどこに入ってい

るかということです。  

○飛林 草の根人間の安全保障無償については昨年度来、ＭＤＧｓ達成のための予算ということで我々

は切り分けております。  

○倭島 よろしいでしょうか。ほかに御質問はございますでしょうか。  

 それでは、どうぞ。  

●浜野（ジョイセフ） ジョイセフの浜野です。  

特別要望枠というものは項目ごとに積み上げているんですけれども、それで決定が下るやり方に関し

ては項目別に少しずつ減らして全体がカバーされる形なのか。それとも、項目毎にオール・オア・ナッ

シングというような形なのか。その辺はまだ決まっていないんでしょうか。  

○貴島 決まっておりませんし、私たちが決める側にはおりません。済みません。  

●浜野（ジョイセフ） ありがとうございます。  

○倭島 どうぞ。  

●片山（ワールド・ビジョン・ジャパン） ワールド・ビジョン・ジャパンの片山と申します。細かい

質問が出たので、少し発想を変えて、大きなところを伺いたいと思います。  

 昨年から、民主党の政権下でＯＤＡの見直しということが行われました。それから、当時の岡田外相

の下でＮＧＯとの連携強化という観点から、アドバイザリーグループというものが設定されて、私も何
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回か岡田外相と、ＮＧＯの仲間と一緒にお話をしました。また、特にこの連携推進委員会でもＯＤＡの

見直しは大きなトピックで、かなりいろんな意味でディスカッションをしました。それで今回のこの概

算要求を見たときに、あれがどういうふうに引き継がれているのか、反映されているのか。あるいはあ

の中で出たものが具体的な数字としては表れないとしても、思想としてどのように反映されているのか

が少し読みにくかったわけです。  

前回のときに、ＯＤＡの見直しは三本柱で、特にこの社会インフラ関係は３番目で、やはり人道援助

とか人間の安全保障とかが非常に大きな柱であったわけですが、今回、新しい要望枠のところでは経済

的なものが非常に強く出てきているというようなことを見ますと、ＯＤＡの見直しのあの作業の結果を

どういうふうに反映されたのかというのを少し伺えれば、この予算全体の理解が進むのではないかと思

いますので、説明をお願いしたいと思います。  

○佐渡島 見直しの中身は何回か皆さんとも御議論をしましたけれども、よく読んでいただくとおわか

りになるかと思うんですが、どちらかといいますと、仕事の仕方を中心に記述はしてありまして、仕事

の対象としての切り分けにはなっていないんです。  

 もう一つは、この予算要求は当然のことながら、取りやすいだろうと思うところに我々はどちらかと

いいますとプレゼンテーションを集中してあるわけです。したがって、新政権が言っているマニフェス

ト、それから成長戦略というところを軸にしたプレゼンテーションの仕方にしてあります。  

 したがって、そもそも両方を重ね読んで、びっしりと予算と項目がイメージとして重なり合うように

はできていません。ただ、改革の中身、今後こうしていこうというものはレポートに、紙にしてありま

すので、あれは我々はきちんと中で作業工程を立てて実現をしていこうということで、あちらはあちら

で動いているというふうにお考えいただければと思います。  

○倭島 よろしゅうございますか。  

 ほかに、特に予算関連について質問がなければ次の議題に移らせていただきたいと思いますけれども、

よろしゅうございますか。  

 それでは、次の議題に移りたいと思います。  

 あと、今、政務官の方が時間がまいりましたので、これで失礼させていただきます。  

◎山花政務官 済みません、途中で失礼します。  

（山花政務官退室）  

○倭島 次の議題に移りたいと思います。これはＪＡＮＩＣの大橋さんの方から御報告いただくという

ことで「（２）草の根人間の安全保障支援無償のレビューについて」ということで、皆さんのお手元に紙

が行っているかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） お手元の紙に書かれているとおりのことです。ただ、最初の１行

目から間違っておりまして「これまでに、今朝行われたものを含めて５回の会合が持たれ」と書いてあ

りますが、今朝行われるものは私どもの都合で中止いたしましたので、ここの１行目から間違っており

まして、申し訳ございません。正確には、「5 回の会合が持たれ」です。 また８月にはバングラデシュ

で、この件に関して初めてのフィールド調査を外務省の高橋課長補佐と一緒にやってきました。そうい

うことで、それ以降の動き、前回の報告以降の動きを御報告して、今後どうするかという形にさせてい

ただきたいと思います。  
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 御存じのとおり、この連携協議の中では、ＮＧＯが外務省・ＯＤＡからどう協力をいただくかという

お話であったわけですが、これは私どもがＯＤＡをよくするためにどう協力させていただくかという検

討であるということで、私どもにとっては重要な、ユニークなポイントであると考えております。  

 第３回会議の一番のポイントは、ＧＧＰというものは年間 1,200 件ぐらいあって、これが 10 年にわ

たると何万件というケースになります。それを統計分析してみますと、どういう問題点や傾向、あるい

はどういう特徴があるかということを、私どもの方で分析して共有しました。どう評価するかは別とし

ても、やはり年度末に集中というのが生まれてきます。  

 それから、中南米地域に非常に案件が多い。その理由、いわゆる一般無償の卒業国が多いというよう

なことが出てきています。これをどういうふうに見るかでありますけれども、人間の安全保障無償とい

う視点から見て、この形でいいのかということは議論にならざるを得ないのではないかと思っています。 

 それから、基本的には圧倒的にローカルのＮＧＯを対象に供与されているということとか、ここに書

いてありますけれども、委嘱員だけではなく、在外公館の職員も当たっていらっしゃるとか、一件当た

りがとかというような金額のことについても、情報のシェアをいただいております。  

 これについても詳しい報告書はお手元にございますし、また最終的には簡単な報告書の中にもう少し

きちっとしたものを出すつもりですので、とりあえずポイントだけを御理解いただければと思います。  

 第４回の会合では、ここに書いてあるとおり、バングラデシュの出張についての打ち合わせは略しま

すが、バングラデシュの次に、できたらカンボジアなどを次のフィールド調査にしてやってみないか、

という議論を少し進めたということであります。  

 その後、バングラデシュのフィールド調査を１週間行いまして、第５回会合で簡単にそのポイントを

報告したということです。まだ完全にすべてがきれいに終わったわけではないのですけれども、現地で

は大使館の全面的な協力をいただいて、非常によい調査ができたと思います。  

ただ、これに加えて、元委嘱員の方とかいろんな方からもう少し意見を聞いていきたいと思いってま

す。調査報告書も一応、簡単には出しましたけれども、最終的には来年度の比較的早いうちに報告書を

きちんとまとめようと思っています。  

 それで、私の報告書は２つの場面から成っておりまして、１つは現場で大使館側ともお話を、たしか

外務省の高橋さんとも一緒にお話しして、制度的あるいは技術的に解決すべき幾つかの方法を示しまし

た。例えばユーザーの目から見ますと、スケジュールをきちんと明示していただいた方が、いつ出した

申請書がいつ処理されるのか、されないのかということがよくわかりやすくなるというふうなこととか、

３社からの合い見積書を、結果的には２度出さなくてはいけないことになっていますので、これは１回

でできるのではないかとか、応募書類をもっと簡単にできないかとか、これは後でまた申し上げますけ

れども、情報開示と広報でこういう点が改善できるのではないかというようなことを申し上げて、大使

館の側も、確かにそれは認識をしています。どうにか改善を考えますというようなお話のポイントです。  

 ２つ目のポイントは、ここでは大使館とお話はしましたけれども、今後長期的に、そのタスクフォー

スか、この場で話し合っていくべきこととして、幾つかのポイントを挙げました。１つは、このＧＧＰ

というものは外務省でどういう意味づけになっているのかという、人間の安全保障という名前と、やは

り外務省にとって比較的使いやすい制度というような役割もありますので、そこをどう整理して考えて

いくのかというような問題です。  
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あるいは制度的・技術的な問題点といいますか、やはり私どもは特定の国の現地の社会と長く付き合

うＮＧＯですので、そこでの社会の在り方や開発の在り方というところでの専門性から見たときにどう

なのかというポイントがあります。また委嘱員制度が、私どもの仲間が入る場合は非常に多いですので

すが、ビザのこと一つを含めて非常に不安定な形になっているので、これでどういうふうに仕事がうま

くいけるかを心配しています。さらにはＧＧＰの選定基準をもっと明確に出した方がいいのではないか

というようなこと、あるいはいわゆる無償としての問題点一般である単年度主義・ハード中心というこ

とも認識はしています。ただ、同時に認識しているのは、これをソフト中心にしたら多分、モニタリン

グはとても大変だろうということも認識はしていますので、それがいけないというよりは、どうしたら

いいかをもう少しちゃんと話していったらいいのではないか、と認識しているということであります。  

 こういったことは恐らく、カンボジアでも調査をする中で、もう少し私たちも議論を深めていって、

何らかの形で結論に持っていきたいと思っています。  

 それから、大使館のホームページ上のＧＧＰに対してどう情報提供しているかというのは、私たちの

仲間の現地のＮＧＯにとって一番気にかかることです。例えばバングラデシュでもホームページには出

していないのです。理由としてはホームページへのアクセスが限られているからということなのですけ

れども、逆に言いますと、やはり出してくるというのはそういうホームページにアクセスするところが

ほとんどですので、基本的に出した方がいいのではないかというのが私たちの強いです。  

 それで調べてみますと、これは世界各国の大使館では全然調整が取れていないといいますか、それぞ

れの大使館がお決めになっているといいますか、量も質もばらつきが出るということもわかりました。

そういうことで、やはりある程度のこと、最低限のここまではというのは共通して出すようになった方

がいいのではないかということをお話し申し上げました。それについても、恐らく外務省側もよく理解

をされているのではないかと思っております。  

 そういうことで、今日は私どもの方の都合でうまくできなかったのですが、なぜできなかったか正直

申し上げますと、負担が大変という話なのｐです。要するに航空券等と滞在費の負担がありますので、

それをだれがどう負担するのかということを用意しておかないと、外務省さんと、この具体的な話に入

っても仕方がないのでキャンセルになりました。あと、外務省さんと、ほかにさっき挙げたような点に

ついてもう少しお話をしてまとめに行こうとは思っています。  

 以上です。  

○倭島 ありがとうございました。この件について、何かコメント・御意見等はございますでしょうか。  

 特によろしゅうございますか。  

 それでは、次の議題に移りたいと思います。  

 ありますか。佐渡島局長、どうぞ。  

○佐渡島 今年、見直しの中に必ずしも明示的に出てきていないんですけれども、100％「見える化」

を目指していきたいと私は思っておるわけです。そうしますと当然ながら、このＧＧＰも理屈上は対象

になっていないといけないんです。  

 ところが、これは物すごく数があるんです。これをどうやって棚卸しをするかとか、どうやっていく

かというのはよく考えないと、評価棚卸し倒れになってしまうんです。それでは困りますので、少し皆

さんと結構真剣に、どうしたらいいかというのを、少しレベルも含めて、あるいはうちの総括課も含め
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てですけれども、真面目に議論をしたいと思っていますので、引き続きその視点から、今度は次回にど

こか、例えばカンボジアならカンボジアに調査に行かれるときに、あらかじめ我々の問題意識も十分ち

ゃんと共有していただければありがたいと思っています。  

 もう一つは、実は内輪の中で言いますと、東京の負担は物すごいんです。全部わあっと集まってくる

でしょう。そうしますとかなり大変なことになっていまして、これも将来的にどうしたらいいか。合理

的に仕事をするのにどうしたらいいかというところもよく考えないと、今のままで、うちの中で言えば、

各大使館に言えば、大変ですからおまえのところを閉めていいかみたいなことを言おうものなら、それ

は火がついたような大騒ぎになるわけです。とはいいながら、ほうっておきますと、これは物すごい数

をずっと悩まされる。こういう条件でありますので、そこも含めていろいろ、その前に、そこは今、嘆

いていてもしようがないので、さっき言った、きちんとした、モニターをどうやって棚卸しをしながら

仕事をしていくかというときの、是非、皆様のお知恵も拝借したいと思います。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） 是非、それはやらせていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

○倭島 それでは、次の議題に移らせていただきます。次は「（３）ＭＤＧｓ特別総会について」という

ことで、まずは稲場さんの方から今日、質問書をいただいていると思いますけれども、それについて御

説明をいただきたいと思います。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） ありがとうございます。アフリカ日本協議会で、ＧＩＩ懇談会の連

携推進委員の稲場です。  

お手元の紙の方に「菅総理のＭＤＧｓ国連首脳会合での演説に関する質問メモ」という紙があるかと

思います。これに関しまして、質問は大きく分けまして２つございます。  

１つは＜菅総理が先日９月 22 日のＭＤＧｓ国連首脳会合での演説において、ＭＤＧｓ国連首脳会合

のフォローアップとして、国際機関やＮＧＯなど幅広い関係者の連携強化のための国際会議を開催する

ということをおっしゃいました。  

それで、この国際会議に関して連携推進委員会としても、ＮＧＯなどとの連携強化のための国際会議

であるということをお話しされているということで、ある程度、今のわかる範囲内で詳細を教えていた

だければということで、規模とか、内容とか、共同主催する団体など、どのような想定があるのか。  

また、時期的にはいつなのか。特に来年は援助効果ハイレベルフォーラム、またＴＩＣＡＤ  IV のフ

ォローアップ閣僚会議等もあるかと思いますので、その時期、そういったものとの兼ね合いがどうなっ

ているのか。  

あと、ＮＧＯとの連携強化がテーマであるということをおっしゃっていますので、ＮＧＯとしてどう

いう形で会議準備のプロセスに参加できるかどうか。  

その他、ＮＧＯ・国際機関以外のステークホルダーとの連携強化についても討議するかどうか。  

そういったことを教えていただければと思います。  

あと、菅総理は新保健・新教育政策をそれぞれ打ち出されたんですけれども、これに関しては各分野

のネットワークでも調整・対話をしておりますが、そういった分野別の課題だけでなく、全体的に御質

問しておきたいことが幾つかございます。  

１点目は、ＮＧＯ連携無償や重点課題枠、特にＮ連の重点課題枠などとの関連で、NGO との連携・支
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援はどういう形になるのか。  

２点目がコミュニティ開発支援無償で、かなり学校建設が多いと思うんですけれども、新保健政策で

は相当、施設支援的なものも入っているかと思いますので、コミュニティ開発支援無償で何らかのデザ

インの変更とかそういったことがあるのかどうか。  

「実施」面だけでなく、政策実施のモニタリング・評価、その他、政策提言等についてＮＧＯの役割

といったものをどういうふうに考えているのか。  

あと、この新しく打ち出された政策におけるＮＧＯとの連携の強化については、どういったプロセス

で検討していく予定であるかというようなところについて、こちらは分野別の課題ということですが、

教えていただければと思います。  

よろしくお願いいたします。  

○倭島 それでは、まず松浦課長、よろしゅうございますか。  

○松浦 どうもありがとうございました。 

稲場さんの御質問の点についての議論に入る前に、９月のＭＤＧｓサミットに至るプロセスにおいて

は、ここにお集まりの皆様にいろんな観点、特に保健政策・教育政策へのインプットを中心に御協力い

ただきまして、大変ありがとうございました。  

 それから、大橋さんやジョイセフの矢口さんには政府代表団の中にも入っていただいて、これについ

ては、後で議論になるかもしれませんが、少し政府側といいますか、我々側の体制がよくなくて、事前

に想定していたような政府代表団内部の連携ができなかったりして非常に御迷惑をおかけしたといいま

すか、失礼を申し上げた面もあったんですけれども、しかし、最初に言ったことと関連するんですが、

菅総理が発表した政策の内容そのものについて、この保健政策・教育政策を作るプロセスの中でＮＧＯ

と政府の対話が十分取られていたことを反映して、政府代表団内部の連絡が非常に悪かったにもかかわ

らず参加していただいた大橋さん、矢口さんには、政府の政策を効果的に現場にいたＮＧＯ、ほかの国

のＮＧＯにコミュニケートしていただくということがうまくいって、大変ありがとうございました。こ

の２点でお礼を申し上げてから稲場さんのものに入っていきたいと思います。  

 ＭＤＧｓフォローアップ会合については、今、国際協力局内部で議論をしているところで、今日、結

論といいますか、決まったこととして申し上げられることはほとんどない状況にありますが、佐渡島局

長からは実務的・実質的な議論をする場にすべしということで具体的な指示をいろいろもらっていると

ころです。  

 それで、イメージとしてはＭＤＧｓサミットの成果文書がありますが、あの成果文書は非常によくで

きた文書といいますか、非常に真面目な文章であるということを私は感じていまして、今後、残った５

年間にどういうアプローチでＭＤＧｓに取り組んでいくべきかということについて、これまでの５年間

で議論されてきたポイントがほぼ漏れなく載っていたということが言えるんだろうと思います。そうい

う意味ではやや百科事典的なところはあるんですけれども、その中からどれを選び取って、そしてどう

いう形で具体化していくのが残った５年間を効果的に生かすために最もいいのか、一番いいのかという

のが抽象的に言えば大事なポイントなんだろうと思っています。  

 それで、菅総理からも前原大臣からもニューヨークの場で強調していただいた一つの重要なポイント

は、発展の過程で取り残されていきがちな脆弱層をどうやって発展のプロセスの中に取り込んでいける
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かという大きなテーマがありまして、ＵＮＩＣＥＦのレーク事務局長が、下位 20％層の問題の解決なく

してＭＤＧｓの解決なしといいますか、そういう言い方をされている大きな問題があるので、ＭＤＧｓ

全体への取組みを議論しつつも、その一番深刻な問題にどうやって取りかかっていくのか。そこの問題

を置き去りにしたまま 2015 年を迎えないようにするためには何が必要なのかというところを、大きな

スポットライトを当てていく場所にしたいというのがテーマになろうかと思っています。  

 そういうことですので、規模、内容、共催団体等も、そういうことを考えていくのにふさわしいあつ

らえにしていく必要があると思っていまして、そういう観点から今、いろいろ検討を加えているところ

です。  

 それから、来年１年間を取りましても、援助分野でさまざまな重要な会議があるというのは御指摘の

とおりですので、それらの会議の結果をうまく吸収しつつ、それらの会議にこちらの会議の結果も流し

込んでいけるような観点から、重なりは排除しつつ、適当なインターフェースというものを見回すとど

こがいいのかというのはなかなか答えが出ないんですけれども、でも、いつかは答えを出さないと招待

状も出せないということで考えています。  

 あと、やはり 2013 年に国連でＭＤＧｓのレビュー会合を開かれるんだとすれば、そこに向けていい

発信になるようなことも考えていかなければいけないだろう。  

 国際機関・ＮＧＯとの連携というものは大きなテーマであると思いますけれども、まさに御指摘があ

るように、民間財団や民間企業も役割と存在感を増していますので、こういうプレーヤーがどのように

関わっていくべきなのかということも議論の中で取り上げることが大事であろうと思っています。  

 それから、質問事項２の方の、各援助スキームにおけるポイントについてはそれぞれの課室からの回

答をお願いしたいと思いますが、今後のＮＧＯとの対話のプロセスについては、今の段階で新しい対話

プロセスを立ち上げるということは特に考えていませんけれども、この協議会を始め、それからＧＩＩ

の懇談会もありますし、これらのメカニズムを使って対話を積極的に続けていきたい。  

 それで、実施に関わる政策提言ということも稲場さんの質問表で触れられていますけれども、この点

も我々、オープンに議論していきたいと思いますので、機会をとらえて積極的に私どもにインプットを、

アドバイスをいただければと思っています。  

○倭島 それでは、スキームごとの取組みということで、まずＮＧＯ連携無償の中の重点課題に取り組

むのかということにつきまして、民間援助連携室長、よろしくお願いします。  

○山口 ＮＧＯの連携無償の関係ですが、重点課題については毎年見直しをすることになっております

ので、当然、ここに出ている政策についても重点課題とするのかどうかについては検討していきたいと

考えております。  

○倭島 もう一つ、コミュニティ開発支援無償の話も書いてあるんですが、これは次の８番目のところ

でコミュニティ開発支援無償の話をしますので、そのときに併せて回答させていただくということでよ

ろしゅうございますでしょうか。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） はい。ありがとうございます。  

○倭島 それでは、次に大橋さんの方から、今回のサミットに参加されたことについて御報告いただく

ということで、よろしくお願いいたします。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） たびたびの発言で申し訳ありません。ＪＡＮＩＣの大橋です。  



 16

お手元の「報告事項（３）」の紙に書いてありますように、趣旨といいますか、繰り返すまでもありま

せんが、菅総理、前原外務大臣がおいでになるということがなかなか決まらない中で、大変外務省の方

もやきもきされた中で私どもの方は参加させていただいたという形であります。  

 私どものお願いで、この場で５名から６名ぐらいをということを文書で要請を出させていただいて、

２名を代表団に加えさせていただきました。そのことに直接、今、特に申し上げることはないのですが、

結果的に私とジョイセフの矢口さんの２名が行きました。  

 それで、事前に話し合いを９月 17 日に行っております。  

 結果的に、国連 MGDs 総会の始まった 20 日の朝、外務省の方から書類をいただいて、国連に入るパ

スを入手しまして、３日間にわたっていろんなサイドイベントやラウンドテーブルの一部に参加させて

いただくことができました。ただ、大半の時間は、ラウンドテーブルの様子がモニターに映し出される

オーバーフロー用の人の部屋というものがあって、そこでモニターを見ながらいろんなところから情報

を集めるというようなことをやっていました。  

ただ、３日目の後半のところではいろいろ御配慮いただいて、ラウンドテーブルやサイドイベントの

重要なところに少し出させていただくというような形でありました。外務省の方も、重要会議に出席す

るための日本人向けのパスが２つか３つしかないということで大変御苦労をされていたというふうには

理解をしています。  

 国連本部で開催される各種イベントは、少し私が慣れていなかったせいで、ホームページで確認しな

かったのがいけないんですけれども、いつ何があるかということがよくわからなくて、結局、日本政府

主催のものとかというものが突然わかって、慌てて参加するというようなこともしていました。その次

に書いてあることなのですが、私どもとしてはそこにいることによって、例えばネパールのＮＧＯの協

議会のものが隣にいて、どうしているのかという話になるわけです。これに来ないかというような働き

かけをするためには、できたら事前に、当日の朝でも、前の晩でも、あるいは始まる前、３日間の前に

でも、少しこういうような動きをするといいというようなことを教えていただけると、私どもとしても

もう少し効果的にいろんなポイントをつかめていけたのではないかと思っています。これは私の努力不

足もあるのですけれども、もう少し構っていただけたらありがたかった、というのが私どもの感想です。  

 最後に書いてあります菅総理の演説原稿は、比較的タイムリーに、記者に渡すという段階で私どもの

方もシェアしていただきましたので、ポイントはよくわかりました。  

 そういうことで、好意をお持ちのこともわかるんですが、結果的に仕事の量が一部の人に集まり過ぎ

ていて、恐らくなかなかやっていただくことができなかったということです。できたらほかのメンバー

の方ともごあいさつして名刺交換でもしていれば、恐らくもう少し別な動きになったのではないかと思

っております。  

 そういうことで、今後のお願いですけれども、政府代表団の一員ということなら、やはり何かの形で

アップデートされた情報を、定期的なのか、事前なのか、あるいはメールなのかはともかくとして、入

れていただくと大変ありがたいということ。  

それと、その中でやはり、今回は特に議論をするという会ではなかったので、でもこういうことが事

前にポイントなんですとか、もしかすると前原大臣の発言内容はこういうことが変わってきますから注

目していてくださいというようなお話もいただけたら、更に効果的な対応が私どもにできたのではない
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か。  

そういうことで、そのためにも主な代表団や日本政府代表部の方とどこか１回、名刺交換ができてい

ればよかったということ。  

あと、これはいろんな場面で私どもの方はよく何度も申し上げて、大変であるということはわかって

いますが、渡航費・滞在費の一部なり全部の負担がいただけるあり難いです。そうでないと、ある規模

の組織を持ったとか、私のように職業を持った人間でないと行けなくなってしまうということになって

しまいますので、この点についても何らかの工夫を考えていただければありがたいということです。  

 以上です。  

○倭島 特に今の件についてコメントなり、よろしゅうございますか。  

○松浦 （４）はなかなか難しいんですけれども（１）から（３）までについてはもともと、ある程度

やりたいと私自身は思っていたのに、少し甘く見ていたところがありまして、もう少し出発前に、毎日

何時にどこでやりましょうとかそのぐらいまで決めていって、我々自身も追い込んでおかないと、つい

現場の動きに流されてしまうということになりがちであるということが行ってみてよくわかったみたい

なところがあります。最大の反省事項であると思っています。 

でも少し救われたのは、私の前々任の大菅という人が現場で私がやるべきことのうち何割かはやって

くれたということもありましたが、次回はそういうことのないように、体制や枠組みからある程度、東

京で組んだ上で御一緒していくということが大事かなとは思っています。 

○倭島 ほかに、この件につきましてコメントはございますでしょうか。  

 稲場さん、どうぞ。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） ありがとうございます。 

 このフォローアップ会合の御説明、どうもありがとうございました。趣旨等については大変よく理解

できました。 

 それで、これに関してなんですけれども、大体大枠、こんな感じみたいなものが決まる時期といいま

すか、そういったものがもしあるのであれば教えていただければ、つまり、例えばいつごろ、何月にや

るのか。大体そういうものが決まってくるのはいつごろなのかということを教えていただけると助かり

ますが、いかがでしょうか。 

○松浦 今の時点ではないので、それがはっきりするにしたがって情報を共有していきましょうという

ことです。 

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） わかりました。ありがとうございます。  

○倭島 よろしゅうございますか。  

 それでは、続きまして民間援助連携室長の方から３点まとめて御説明させていただいて、その後に御

質問・コメントをいただくという形にさせていただきたいと思います。  

 まず、Ｎ連の“重点課題”の応募状況についてということで御説明いたします。  

○山口 まず、ＮＧＯ連携無償資金協力“重点課題”の応募状況について御要望がございましたので、

お答えいたしたいと思います。  

 現段階で 13 件ほどの応募がございまして、そのうち８件が既に契約済み、もしくは年度内に契約す

る見込みでございます。  
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 “重点課題”につきましては、課題の設定から実際の案件形成、申請、実施まで一定期間を要するも

のと考えられますことから、毎年見直すことにはしておるんですけれども、来年については先ほどの菅

総理の発言のあったものに関しましても含めて、実際にどういうものにするのかということは検討して

まいりたいと思います。  

 また、ＮＧＯ側でこれにつきまして“重点課題”の項目につきまして御意見がある場合には御意見を

拝聴したいと思っております。  

 それで、金額で言いますと“重点課題”の予算の方は一応 10 億円を考えていたわけですが、13 件の

応募があった中、８件ということで、現在２億 6,000 万円ほど振り分けているという状況でございます。  

 次に、長期スタディ・プログラムの後期募集についてお話ししたいと思います。  

 今まで前期だけでやっておったんですが、今回、若干の枠もありましたので後期募集をいたしまして、

10 月 15 日で締切りを行った結果、５名が内定しております。また、後期の２次募集というものをかけ

まして、これは 11 月 10 日締切りでございます。いまだ若干名の採用がございますので、採用可能でご

ざいますので、応募いただきたいと思います。  

 後期募集実施の理由としましては、６月募集で若干余裕が生じたことと、ＮＧＯのニーズに併せたプ

ログラム、これは短期の海外研修期間を採用するということでございまして、その結果、採用といいま

すか、募集をかけたということでございます。  

 来年度以降の募集についても、ＮＧＯ側からの要望を踏まえて、後期募集同様、短期も含む幅のある

プログラムを検討していきたいと思っております。  

 次に、ＮＧＯ事業補助金についてでございます。１枚紙をお配りしております。  

 ＮＧＯ事業補助金につきましては平成元年に設けた制度でありますが、本年より制度見直しを行い、

使い勝手がよくなるよう工夫したところ、是非積極的に御活用いただきたいと思います。いまだスキー

ム自体を余り知らないＮＧＯがいるということで、もう少し我々の努力も含めてやっていきたいと思っ

ています。  

 この事業補助金に関しましては、使途として、例えば海外での開発事業の事前調査、事業の実施後の

評価活動、ＮＧＯ関係者に対する研修会・講習会、地方の国際協力ＮＧＯネットワーク構築に資する活

動、小規模国際協力ＮＧＯ育成のための研修、ファンドレイジングのための広報イベントなど、幅広い

用途に使えるものとしております。  

 補助金でございますので、総事業費の２分の１以下、かつ１件当たり 200 万円までを上限とした補助

金ということでございます。  

 本年度は応募期間を延長して、来年の１月 31 日までといたしました。まだ少し予算が余っています

ので、是非積極的に活用していただきたいと思います。  

 以上でございます。  

○倭島 今の３点につき御質問・コメント等があれば、どうぞ。  

 いいですか。  

 それでは、宮下さん、どうぞ。  

●宮下（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの宮下です。２点

質問があります。  
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 １点目が“重点課題”の部分です。これは大橋さんも多分、同じ質問であると思っているんですけれ

ども、ＮＧＯの意見を聞いてくださるということで、ありがとうございます。それで、実際のプロセス

です。タイムフレームがどういう流れで御予定されているのか。もし少し見えていましたら、それを教

えていただきたいです。  

 それから、２点目が長期スタディ・プログラムにつきまして、ＮＧＯ連携無償も制度変更などいろい

ろ話を重ねてされてきていますけれども、こういう長期スタディ・プログラムも長期的には、将来的に

は制度変更の可能性とかというものもまた話を、対話をさせていただくことが可能なのかどうかという

ことをお伺いさせてください。  

○山口 “重点課題”の方で、来年度の予算が始まる前までには当然決めなくてはいけませんので、御

要望等があれば１月ぐらいまでにはお聞きしてやっていきたいと思っております。ただ、重点事項に関

しましては、御承知のように、経緯としては外務省の政策的な課題、意向を重視して定めたということ

でございますので、御意見は十分お聞きしたいと思いますけれども、最終的には我々が決めたいと思っ

ております。  

 あと、長期スタディ・プログラムの件で、今までもいろんな御要望に応えて短期のプログラムを採用

してきたという経緯がございますので、何か使い勝手のいい、皆さんの人材の育成に役立ついいサジェ

スチョンがあれば十分お話を聞いて、制度の変更も含めて検討していきたいと思っております。  

○倭島 ほかに追加はございますでしょうか。  

 大橋さん、どうぞ。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣの大橋です。  

 １点目のことですが、６月 18 日の連携協議会で、この“重点課題”については、来年度については

できたらこの場なり、それに準じたもので話し合いをするということがたしかお話に出ていたような気

がしますので、もしよかったら確かめてください。  

 それで私どもとしては、この場をやると少し大き過ぎてしまいますので、もしなんでしたら、ＮＧＯ

の話を十分聞いて、意見をちゃんと表明する場を設けていただくという方向でたしかお願いをしたはず

です。できましたら私どもの方でフォーマルですけれども、もっと小規模な場でもって、そのことにつ

いてだけ話し合うという場を設定いたしますので、時期的なものを示していただければお手伝いをさせ

ていただきたい。ただ私どももいろんなことで日程が詰まってきておりますので、少し早目に言ってい

ただければ、場所等は外務省さんの方かと思いますけれども、協力させていただきたいと思いますので、

是非お考えください。  

○山口 わかりました。  

○倭島 ほかに長期スタディ・プログラムやＮＧＯ事業補助金等についても、何かコメント・御質問等

はございますでしょうか。  

 どうぞ。  

●名取（難民を助ける会） 難民を助ける会の名取と申します。  

 ＮＧＯ事業補助金のことで質問なんですけれども、対象事業の組織運営・活動能力向上支援事業とい

うことで、国内で行う事業に関しても補助金をいただけるということで書いてあるんですが、これもＮ

連の資金のような形で、人件費とか事務用品とか、そこら辺も対象になるんでしょうか。  
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○飛林 民間援助連携室の飛林です。  

一定の範囲で、人件費等のいわゆる管理費と呼ばれているものも対象になります。詳しくはホームペ

ージにも載っているんですけれども、ＮＧＯ事業補助金の募集要項というものがありますので、こちら

をごらんいただければと思います。済みません、今日は３部しかないんですけれども。  

○佐渡島 一度、どちらの場かは忘れましたけれども、見直しをやっている過程で、東京とか関東中心

主義ではないように持っていきたいというお話を一度、私が申し上げたことがあると思うんですが、そ

れをやるためのお金としても、これは是非、少し注目をしていただきたいんです。  

 それで、あえてパーヘッドのところでもマッチングベースでいいですというふうにしてあるのは、そ

こをかなり意識したつもりになっていますので、来年度予算を待たずに、こういうものはなるべく早く、

やれるものは持っていきたいというところでこういうふうなデザインがあえてしてありますので、まだ

額的にかなり厳しいと言っては厳しいんですけれども、ないよりははるかに私はいいのではないかと思

いますので、特にこの関東一円以外のところの皆様に、皆さんの仲間内で御宣伝をしておいていただけ

ればありがたいと思います。  

○倭島 是非、野田さんに聞いていただきたかったんですけれども、急遽御出席できないということで

したので少し残念なんですが、今、申し上げたとおり、これは地方とか小規模ＮＧＯにも是非利用して

いただきたいという趣旨で、いろいろ使い勝手を私どもとして工夫しているつもりでございますので、

是非お知らせいただければと思います。  

 ほかにございますでしょうか。  

 堀江さん、どうぞ。  

●堀江（ジャパン・プラットフォームＮＧＯユニット） ジャパン・プラットフォームの堀江です。  

ＮＧＯ事業補助金について、たしか 2002 年に今のＮＧＯ連携無償、当時の支援無償ができたときに、

ＮＧＯ補助金はだんだん減らしていきますというような方向であったと思うんですけれども、それはや

はりまた変わって、今後もこれは更に積極的に使っていくという、残していこうという、そういうよう

な方向でしょうか。  

○山口 ＮＧＯ補助金の有用性というものは、今、局長がおっしゃったように、かなり幅広く自由に、

ＮＧＯ側の主体性で使っていただくものでございますので、今の予算規模は当面は継続していきたいと

考えております。  

○倭島 ほかに御質問・コメント等はございますでしょうか。よろしゅうございますか。  

 それでは、次の議題に移りたいと思います。「（７）アフガン市民ファンドについて経過報告」という

ことで、堀江さん、お願いいたします。  

●堀江（ジャパン・プラットフォームＮＧＯユニット） 難民を助ける会の堀江です。こちらについて

はジャパン・プラットフォームではなくて、難民を助ける会として報告をさせていただきます。  

 前回の６月の第１回の連携推進委員会の方でもピースウィンズ・ジャパンの山本さんから途中経過を

いただいて、今日は更にその後の経過を報告させていただきます。  

 今年の春ぐらいからアフガニスタンに関わる団体の一部で、何とかアフガニスタンの市民にダイレク

トに援助が届くような、そういうスキームはできないかということを検討し始めました。それで、この

ペーパーにありますような背景があり、アフガニスタンではなかなか紛争が長引いて思うような支援も
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できないような状況も続いていて、かつ軍隊による人道支援との混乱などいろいろな不透明な状況があ

って、市民の不満も高まっているという状況があります。  

 そういう中で我々、アフガニスタンで支援をする団体として、現地の市民団体に直接支援が届けられ

るようなスキームができないかということで検討してまいりました。それで、６月の段階では今、検討

しておりますということで、今もまだ検討しておりますという段階ですが、その後、内部の勉強会を開

いたり、あるいは 10 月にはアフガニスタンからネットワーク団体の方２名、具体的にはＡＣＢＡＲと

いう団体とＡＮＣＢという団体、そこから２名の方をお招きしまして、現在のアフガニスタンの状況に

ついてお伺いしました。本当は我々が行って調査をしてくればいいんですけれども、治安の状況もあっ

て自由に渡航ができないという状況の中で、現地からお二方をお呼びしてお話を伺いました。  

その結果、わかったことといいますか、彼らのコメントとしては、現在、アフガニスタンには多くの

資金はあることはあるのですが、政府の腐敗等が横行しており、政府への不信もあって、それがうまく

活用されていない状況がある。  

 軍と援助が一体化してしまっている状況もあって、援助自体が透明性に欠けていたり、あるいは援助

の信頼性が問われているという事態も発生しているという状況もある。  

 そして、ＮＧＯはＮＧＯとしてかなりの団体が活動しており、国際職員も 2,000 名以上が駐在して支

援をしている状況です。  

 また、対日感情といった感情が大変よくて、日本というものは好意的に見られている。そのようなこ

とがわかってきております。  

 それでは、どういう形でアフガニスタンの市民社会をサポートするのがいいのかというところで、こ

こからはまだ議論の進めている段階です。  

 この「構想のイメージ図」にあるような、イメージとしてはＯＤＡと民間資金、両方が拠出されたも

のが、ある運営主体に委託されて、そこの団体が現地のＮＧＯから申請を受け、一緒にプロジェクトを

つくって拠出をしていくといったようなモデルができないかということを考えている状況でございます。 

 具体的にはまだ、それではこれをどういう形で進めていくかとか、資金規模を幾らにするのかとか、

どこでやるのかとか、その辺は残念ながらまだ検討段階にございまして、また今後、この場で報告はさ

せていただきます。、現在の状況としましてはこのようなことが何かできないかということを考えている

状況でございます。  

 

 簡単ですが、以上、報告いたします。  

○倭島 本件について、特にコメント等はございますでしょうか。  

 よろしゅうございますか。  

 これについては、今、まだまさにそちらの方で勉強といいますか、検討を続けておられて、第３回の

連携推進委員会までには正式な提案書をいただくというふうに伺っていますので、それをいただいた上

でまたいろいろ議論させていただければと思います。ありがとうございます。  

 続きまして「（８）コミュニティ開発支援無償について」ということで、開発協力総括課の魚井補佐の

方からお願いしたいと思います。  

○魚井 開発協力総括課の魚井と申します。よろしくお願いします。私の方からは、コミュニティ開発
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支援無償に対してのＮＧＯの参画について報告をさせていただきたいと思います。  

 コミュニティ開発支援無償へのＮＧＯの参画については、平成 19 年度のＵＮＨＣＲとの連携の案件

において、スーダンとなったんですけれども、ＪＥＮが参加していただいたという実績はあるんですが、

特にバイの文脈でどのようにＮＧＯに参画していただくかということについては、これまで勉強会等で

いろいろ意見交換をやってきたものの、思ったような成果は出ていなかったというのが実情であるとは

思うんです。  

 そういう経緯を踏まえまして、今回、あくまでもパイロットプロジェクトとしての試みなんですが、

近々に予定をしております案件が１件ございます。それは一言で申し上げますと、基本的にＮＧＯの方々

の得意分野はソフトコンポーネント部分であるというふうに理解しておるんですけれども、当然、入札

の手続において、ＮＧＯというカテゴリーだけを対象にした入札手続とはなかなか技術的にできません

ので、建設の部分といかにその辺のソフトコンポーネントの部分を切り分けていくかというのが一つの

課題であったわけです。  

 それで今回、基本的には建設の部分と切り離すような形で、つまりソフトコンポーネントの部分を以

前のコミュニティ開発支援無償の案件よりは更に大きく拡大させた案件を１つつくってみて、それにつ

いての協力準備調査を行うための、これは企画競争になるんだと思いますけれども、公示を近々やらせ

ていただきたいと考えております。  

 当然、その企画競争の結果いかんによってどうなるかというのは、まだ当然、今の段階ではわからな

いんですが、できればＮＧＯの方々にも広く参加していただいて、結果として案件が成功すれば非常に

ありがたいと考えております。  

 それで、公示前ということもあって、具体的なことがなかなか言えない難しいところがあって、そこ

は歯がゆいんですけれども、いずれにせよ、このパイロットプロジェクトの案件の結果・経過を見なが

ら、何とか今後、よりよい形でＮＧＯの方々にコミュニティ開発支援無償に参加していただけるように、

より制度の改革・改善を図っていきたいと考えております。  

 ありがとうございました。  

○倭島 今の点について、何か御質問・コメント等はございますでしょうか。  

 よろしゅうございますか。  

 どうぞ。  

●名取（難民を助ける会） 済みません、質問です。今のソフトコンポーネントの公示に関しては、実

施予定案といいますか、ＪＩＣＡのプレ公示のような形で外務省から出されるのでしょうか。  

○魚井 通常のＪＩＣＡの協力準備調査の手続と同じように、公示を出させていただく予定でおります。 

●名取（難民を助ける会） わかりました。ありがとうございます。  

○倭島 ほかによろしゅうございますか。  

 それでは「２ 報告事項」の部を終わらせていただきまして、続いて「３ 協議事項」の方に入らせ

ていただきます。  

これは稲場さんの方から御提案いただいている、政策形成における連携、ＮＧＯ環境整備支援事業に

ついてという御提案をいただいていますので、まずは中身について稲場さんの方から御説明いただきた

いと思います。よろしくお願いします。  
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●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） お時間をいただきまして、どうもありがとうございます。ＧＩＩ懇

談会の連携推進委員の稲場です。よろしくお願いします。  

 お手元の紙で「ＮＧＯ－外務省定期協議会連携推進委員会 提案事項 ＮＧＯ活動環境整備支援事業

『ＮＧＯ研究会』制度変更のご提案」というものをごらんいただければと思います。若干整理されてい

ないといいますか、番号の振り方とかを私の方で間違いがあったりとかしたものですから、正式なもの

は別途出してありますけれども、こちらの方で中身は全く問題ございませんので、こちらの方を見てい

ただければと思います。  

 「１．趣旨」なんですけれども「ＮＧＯ研究会」は 2001 年ぐらいからやっている事業かと思いまし

て、このＮＧＯ活動環境整備支援事業の一事業として既に定着していると思います。  

 一方、このニーズの方ですけれども、前回の連携推進委員会の方でも政策提言とか、あるいは政策の

モニタリング評価とか、そういったところに関して、必ずしも連携のチャンネル、スキームが余りない

ということで御提案をさせていただいたことがあったかと思いますけれども、それに関して、例えば「Ｎ

ＧＯ研究会」というものを多少なりとも制度変更をすることでより広い形でできないかということで、

この提案をさせていただいている次第です。  

 具体的な改善提案についてなんですけれども、見ていただければと思いますが、制度面、内容面、あ

と運営面という、この３つで提案をさせていただいております。  

 制度面についてなんですが、４点ございまして、一件当たりの資金規模及び期間ということについて

は、ある程度共通することなんですけれども、現状では一律通年で、一件当たり 400～500 万円を上限

ということで、４件程度というふうに認識しておりますが、これに関して、こちらの制度変更の御提案

をさせていただくに当たって、各ＮＧＯへのアンケートと、あと複数回「ＮＧＯ研究会」を受注してい

る団体とのフォーカス・グループディスカッションをしまして、それを踏まえた形でこういった提案を

つくらせていただいておるんです。  

そのアンケートとフォーカス・グループディスカッションの中で、基本的にはこの一件当たり 500 万

円ぐらいの上限でこういったことをやるというのは非常に適切であるということなんですけれども、一

方、例えば地方の団体とか、あるいはより調査とか、もう少し小さい形で、時間的にも短い形でやれる

ようなものもあった方がいいのではないかというような意見も出ました。  

 ですので、例えばこの 400～500 万円の案件を３件程度維持しつつ、額的には１件について若干分散

して、100～200 万円のものを数件とか、あるいはそれに関して期間としても、例えば３か月や半年程度

の案件も設けるというような形で、柔軟化したものを１件程度、今の１件程度ということです。分散化

させれば２～３件ということになるのかもしれませんが、そういうような形でやってはどうかというこ

とを１つ御提案させていただいております。  

 あと、資金の支払い方で、これは以前から大きな課題となっておったところなんですけれども、現状

では一律精算払いで、翌年度、精算終了後に支払うということになっておるんですが、この結果として、 

１つは、この研究会等の実施能力はあっても資金的な体力がない団体及び、資金規模が大きくても会計

上、若干、会計基準等でこれを受けられないというような団体などもあって、実はニーズは本当はある

のに、そういった難しい懸念で受けられないということになってしまっているところもある。そういっ

たところで、これを変えるために３つの案を出しております。  
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１つは、契約時に予算の半分から３分の２程度を一時金としてお支払いいただいて、終了時に精算払い

をする。  

 案の２つ目として、中間時点で中間の精算払いをするという形。  

 第３に、例えば人件費分を前払いしていただいて、事業費を立て替えた上で終了時の精算払いをする。  

 そういうような形で、何らかの形で事前に、あるいは中間で若干といいますか、ある程度の資金をい

ただけるとより多くの団体が受注できるのではないかと思います。ですので、その点について、以前か

らの課題ですが、御提案したいと思います。  

 あと、人件費について、ここは表の題目とずれてしまって大変申し訳ないんですけれども「現行」の

ところでは、ごめんなさい、これは 2009 年度の場合で、私、2010 年度に関しては幾らかというのは存

じ上げていないんですが、2009 年度の場合は１日に総額 1.8 万円で、これに関して主な事務者と補助事

務者で分けるという形になっておるんですけれども、特に国内での「ＮＧＯ研究会」の実施に関しては

かなり人件費がかかるということが言われておりますといいますか、それが実態であると思います。  

ですので、人件費に関してもう少し増額をして、また補助事務者についても１名ではなくて、例えば

２名まで置けるようにするというような形で、人件費に関する柔軟性をもう少し上げていただいた方が

いいのかなということで、制度面の提案とさせていただければと思います。  

 「３．内容面での改善提案」のところなんですけれども、現行外務省の方でタイトルといいますか、

中身といいますか、何をするのかということを大体決めて公募するということになっておるわけですが、

これに関して、むしろ広いテーマを設定して、ＮＧＯが応募して、採択するという方がいいのではない

かということで、以下２点の提案をさせていただいております。  

 １つは、例えば自由枠として以下の枠を設定するのはどうかということで、１つは時局課題。当該年

度にある国際会議や重要な政策課題等で、例えば来年度であれば援助効果に関するハイレベルフォーラ

ムがあったりとか、例えば今年であればＣＯＰ10 があったりとかいろいろあるかと思いますけれども、

時局課題で１件。  

 ２つ目が、これはこれまでやられていたかと思いますけれども、例えばＭＤＧｓ等に関わる特定分野

での事業実施能力強化といったような形で、ＮＧＯの事業実施面での能力強化に例えば１件。  

 ３つ目で、これは政策課題ですけれども、主要な援助・外交政策に関する政策研究・提言・モニタリ

ング評価といったものに関して例えば１件。例えばＴＩＣＡＤや新保健・新教育政策、ＮＧＯ支援政策

とか、さまざまいろいろあるかと思いますけれども、政策課題で１件。  

 あと、ＮＧＯネットワークや他セクターとの連携強化ということで１件というような形で、いわゆる

切り分け方を、一般論といいますか、こういった形で切り分けていただいて、その中でどういうもので

も提案できるというふうにしていただいた方がいいのかなというのが（案１）です。  

 （案２）で、これは同じような感じではあるんですけれども、具体的な内容に踏み込んだ課題のテー

マを設定していただいてもこれは構わないかと思うんですが、それに関しても少し広く取っていただい

て、例えば人間の安全保障ということで１件。ＭＤＧｓで１件、ＮＧＯ連携やセクター間連携というこ

とで１件というような、これも若干内容に踏み込んでいただいてもいいかと思うんですけれども、これ

に関しては、いずれにせよ広いテーマを設定していただいて、その中で自由にＮＧＯが応募できるよう

にするという方が望ましいのではないかということです。  
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 次なんですけれども「内容について」ということで、これも何度か申し上げているかと思うんですが、

実施面での能力の強化とかＮＧＯ・セクター間連携の強化に関しては今まで題目にしていただいていた

かと思うんですけれども、これに加えて、政策に関する連携・調査・研究とか、あるいはＯＤＡやそれ

ぞれの外務省で打ち出されているイニシアティブに関するモニタリング評価とか、そういったところに

関しても対象に加えていただければありがたいということ。  

 もう一つは、特に短期枠・少額枠を設ける場合、セミナーとかシンポジウムの開催だけでなくて、例

えば調査だけをする事業、例えば海外で特定の課題について詳細を御存知な方のインタビューを取って

きて、論文にまとめて出す。それをある程度広くＮＧＯで共有するというような、そういった調査研究

事業目的のものに関しても門戸を開いてはどうかというのが「内容について」です。  

 あと「海外調査の実施について」というところなんですけれども、以前、この研究会については積極

的に海外研修とか海外調査をやってくれということを言われていた時期もあったわけなんですが、現状

では必ずしも海外研修とかに関しては必要性をきっちり証明してくださいというような形で言われるこ

とも最近は多いということで、むしろこの海外調査や海外研修に関してはより積極的にやるという方向

で、昔のように位置づけ直していただいた方がいいのではないかと思っております。  

 そういったところが内容面になるかと思います。  

運営面の方なんですけれども、これについては、積極的な提案といいますか、こういった内容面の部

分をしっかり取り入れていただいて、ＮＧＯのニーズをより積極的に反映する形で運営するということ

ではどうかというのが（案１）です。  

  （案２）の方なんですけれども、これはそういった形で自由枠で取るということになりますとどれ

の案件を取ろうかという、いわゆる採択に向けた審査のプロセスに関してなかなか難しいところもある

かと思いますので、例えば有識者とかＮＧＯ関係者などを含む審査委員会を外部に設置して、いわゆる

採択に関する審査についてはこういった委員会の方でやるというような形もあり得るのかなということ

で（案２）の方も提案させていただいております。  

 あと（参考）というところなんですけれども、これは来年度からやってほしいということではないん

ですが、例えば「長期スタディ」とか「インターン制度」のような場合は事務局自体を外部に置いてい

るかと思いますけれども、そういうような形にしていくということを、例えば数年間でかけて若干実施

していくということもあり得るかもしれないということで、これは今、提案するわけではないんですが、

今後ということで（参考）として置かせていただいているというところです。  

  私ども、この提案をつくるに当たってアンケートを取ったりとかディスカッションをしたりとかと

いうことでやらせていただいたんですけれども、参考ということで資料の方でアンケートのまとめを付

けさせていただいております。  

 そういう形で、より範囲を広く取っていただいて、またスキームについても、こういう形でという一

律のものだけでなく、より柔軟な形でやっていただけるとありがたい。もう一つは、資金の支払方法に

ついてどうするか。その辺が非常に重要なポイントかなと思います。  

 一応、提案の内容はそういう形ですが、御検討の方を若干いただいているかと思いますので、教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。  

○倭島 ありがとうございました。それでは、山口民間援助連携室長、よろしくお願いします。  
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○山口 御提案いただいた案でございますけれども、先週いただいたということで十分に吟味はできて

いないのでございますが、基本的な考え方について少しお話ししたいと思います。細部についてはまた

個々検討した上で、別途外務省としての対応を考えたいと思います。  

 「ＮＧＯ研究会」のテーマの設定でございますけれども、これまでも当室の日ごろのＮＧＯとの接触

の中から、必要かつ効果的と我々が考えるテーマを設定してきております。その設定に関しては相当程

度、ＮＧＯ側の意向に沿ったものになっていると理解しています。  

 また「ＮＧＯ研究会」の中に自由枠ということで、過去２年間設定しておったにもかかわらず応募が

今までなかったという事実がございます。  

 それと、活動環境整備支援事業というものは制度上、外務省からの委嘱という形を取らざるを得ない

というために、テーマ設定についてはあくまでも外務省側が行うということになっております。引き続

きＮＧＯとは日ごろから、公式・非公式を問わず緊密に意見交換をしていきたいと思いますけれども、

もし独自のテーマで調査研究活動を行いたいという団体がいれば、先ほど御説明しましたＮＧＯ事業補

助金を積極的に活用していただいたらいいのではないかと思っております。  

 その他、運営面を始め改善可能な部分があるかもしれませんので、御提案のペーパーについては今後

検討していきたいと思っております。  

 以上でございます。  

○倭島 今の点について、何かコメント・御質問・御意見等はございますでしょうか。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） 済みません、続けて申し訳ございません。  

 この自由枠の応募という話なんですけれども、もう少し詳しく教えていただけると助かりますが、よ

ろしいでしょうか。  

○飛林 詳しくというのはどういう意味でしょうか。自由枠なので、特定のテーマを設定したわけでは

ないんです。  

 済みません、引き続き民間援助連携室の飛林です。  

「ＮＧＯ研究会」は昨年度からテーマ別能力向上プログラムというふうに名前を掲げていますが、個

別の実施に当たっては「ＮＧＯ研究会」の名前をそのまま使わせていただいています。  

 今日は直接担当している者がいないので、今年度について覚えている範囲でお答えさせていただきま

すが、今年度については全部で４つか５つ、企画競争の公示をかけさせていただいたうちの最後の一つ

は我々が自由枠と呼んでいるもので、ＮＧＯの事業実施能力の向上とか、ありとあらゆるテーマを読め

るような内容で募集をいたしました。  

 ところが、その４つか５つあるうち、済みません、正確な数字ではないんですけれども、その枠だけ

応募がなくて、再度公募をかけるということを我々としてはやっていまして、これが過去にもあったと

いうことで、自由枠の設定は必ずしも我々は有効な方法というふうには過去の経験から思っておりませ

んで、この「ＮＧＯ研究会」については年間を通じてＮＧＯの皆さんの意見を聞きながら、我々が適当

と考える、この場合、適当と考えるというのは、これはＮＧＯ活動環境整備支援事業の一環でやってお

りますので、日本のＮＧＯの能力向上、組織能力向上に資するという観点から適当と考えるということ

なんですが、そういったテーマをむしろ設定してやった方が今までの経験からは効果的といいますか、

実現可能性が高いというふうに思っているところです。  
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●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） ありがとうございます。  

 少しこちらのいわゆる改善提案というところで出しているものが、自由枠といいますか、自由枠とい

う言葉で恐らく指しているものが若干ずれるところがあるのかなという感じもするんですけれども、勿

論、何らかの形でテーマは設定するにしても、なるべくテーマ設定自体を広くしていただけるとありが

たいということなんです。それで、その広くといったときにどういう設定の仕方があるのかというとこ

ろで、この（案１）と（案２）というものを提起させていただいたという次第です。  

 ですので、その点で、例えば非常に狭い形で何々分野のこれこれのどうのという形で出てしまうと、

それはそれで受注できる団体も限られるというところもあると思いますので、なるべくニーズに合った

ということであれば広いテーマの設定が適切ではないかというところでこういった提案をさせていただ

いた次第なんです。ですので、その点について御検討いただければというところです。  

 あと、それ以外なんですけれども、その他のポイントについてはいかがでしょうか。例えば資金の支

払方法とかに関して、これは後で御検討いただけるんだろうとは思うんですが、何らかの改善方法があ

るのかどうかとか、そういったところはどうでしょうか。  

○能化 済みません、もう少し具体的に教えていただけたらと思ったのは、課題の設定のところでアン

ケートをやられたときに、本当はこういうテーマで研究をしたかったのに、公示の仕方が非常にスペシ

フィックなのでアプライできなかったというような声がたくさんあったということなんでしょうか。そ

れとも、一般的な検討の結果としてそういう自由課題という言い方をされているんでしょうか。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） こちらのアンケートのまとめの方は資料にありますが、ディスカッ

ションの方の議事録は資料には付けていません。テーマはやはり、これは一般的に言ってテーマをなる

べく広くしてほしいということで、例えばこのテーマだったからなかなか出せなかったというような、

そういった苦情が具体的にあったわけではないんですけれども、こちらのテーマ設定についてというと

ころのアンケートに示されたような、そういった意見が幾つか散見されたということです。  

○山口 今の点については、自由枠を設けているということで、すべて自由でございますので、やりた

いところはどんなテーマでも応募できるということでございますので、それを使っていただくというこ

とでよろしいのではないかと思います。  

 それで概算払いについては、そういう御要望があるというのは前々から承知しておりますので、これ

が可能かどうかについては検討を真剣にしていきたいと思っております。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） 若干、ほかの点も。  

 あと、海外調査の件はいかがですか。  

○倭島 いずれにせよ、冒頭に申し上げたとおり、この紙自体は１週間前にいただいたばかりで、今日、

全部についてお答えできる状況には実はないんです。ですので、多分次回の第３回のときに、正式にこ

の場で外務省の考え方をお話しするということにさせていただいて、必要があればそれまでの間に稲場

さんなり何なりの方といろいろ御相談させていただくということでよろしゅうございますか。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） そうですね。１週間ということなのであれなんですけれども、少し

御提案としては、特にこの「ＮＧＯ研究会」を複数回受注している団体とか、あるいは関心を持ってい

る団体等もございますので、この連携推進委員会の次回の場で正式な御回答はいただくにしても、何ら

かの形で、少しこちらの方で、特に関心を持っているＮＧＯの数団体でタスクグループをつくって、今
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後、例えば次回の連携推進委員会までに１回ないし２回ぐらい調整なり何なりの機会を持たせていただ

けると大変ありがたいと思っておるんですが、そういう形でもよろしいですか。  

○山口 それでは、そういう会合を設けて、またお話をお聞きしたいと思います。  

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） どうもありがとうございます。  

 そうしましたら、どうぞ。  

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） 済みません、ＪＡＮＩＣの大橋です。  

事務局的としては、形式的にはこの会の一つの派生的なものという理解でよろしいですね。  

 はい。結構です。  

○倭島 この件で、ほかに御意見・コメント等はございますでしょうか。よろしゅうございますか。  

 一応、本日の議題はこれですべて終了となりましたので閉会とさせていただきますけれども、その前

に、最後に新しく連携推進委員のメンバーになられました関西ＮＧＯ協議会の岡島さんから一言ごあい

さつをいただきたいと思います。  

●岡島（関西ＮＧＯ協議会） 岡島でございます。皆様、どうもお疲れ様でございました。  

 私、まとめるということではございませんけれども、今日は２回目の連携推進委員会ですので、印象

を２つほどに絞ってお話し申し上げたいと思います。  

 １点目は、やはり予算のことが大変印象に残りました。要望枠と政策コンペで、勿論大変面白い取組

みでございますが、同時にＤＡＣのピア・レビューなどでも書かれておりましたけれども、プレディク

タビリティーは非常に大事でございまして、その受け入れ国から見てどのぐらいのものが入ってくるの

かとか、大事なことでございますので、非常に面白いんですけれども、同時に恒常的な予算のアップが

非常に大事で、ここに財務省の方がいらっしゃるわけではございませんけれども、ＮＧＯの人間として

もそういうことを、ＯＤＡ予算の恒常的なアップということを感じておりました。  

 ２点目は最後の資金の出し方のことですが、実は私、今、大学の教員をしておりますが、その前はＪ

ＩＣＡで企画調査員の仕事をしておりまして、スキームの名前は今は忘れてしまいましたけれども、現

地のローカルＮＧＯにお金を出すような仕事も、コミュニティ開発何とかというＪＩＣＡの、ＣＥＰと

いうふうに読んでおりましたけれども、コミュニティ・エンパワーメント・プログラムというふうに英

語では申しますが、それのお金を出したりするような仕事もしておりましたけれども、多くの現地のＮ

ＧＯから言われてきましたことは、ともかく手続が煩雑であるというようなことは再三、本当に多くの

方から言われてきておりまして、また今日の概算払いのお話でもやはり大変大きな負担が外務省にかか

ると思いますので、なるだけ御検討の方をよろしくお願いしたいと思います。  

 最後に、私、こちらの方に伺いましてからまだ２回目でございますが、お話を伺いますと、政務官の

方にはずっと御出席をいただいているという慣例になっていると伺っております。今日もそのような形

で御出席いただいたことについては感謝を申し上げるとともに、今後ともどうぞよろしくお願い申し上

げたいと思います。  

 どうもありがとうございました。  

○倭島 ありがとうございました。  

 それでは、山田参事官の方から是非一言お願いいたします。  

○山田 皆さんこんにちは。実は８月に人事異動がありまして、今日の参加者一覧には国際協力局参事
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官とありますが、国際協力局（地球規模課題担当）となりました。そういう意味で、今日の会合も実は

必ずしも私の出席は期待されていなかったようで、案内が来たのも直前だったんですが、私個人として

は引き続きＮＧＯ担当大使ということで、こうした会合にも参加させていただきたいと思います。  

 ＮＧＯ担当大使、あるいは国際協力局のＮＧＯ担当は能化参事官に全面的に引き継ぐことになります

けれども、ＮＧＯとの関係、意見交換、協議はこれからますます大事になるということで、前内閣のと

きですけれども、岡田外務大臣の下、ＮＧＯ担当大使を２人にすることになりました。実際に決めたの

は佐渡島局長なんですが、そういうことで、私は立場は変わりますけれども、引き続きＮＧＯの皆さん

との協議、意見交換を大事にしていきたいと思っています。  

特にＮＧＯの方々からは、外務省の人はせっかく話ができるようになったらすぐころころ替わってし

まうというもっともな御批判をいただいておりまして、なかなか個人の努力で解決し難いところもある

んですが、幸いそうしたタイトルを持っておるということでもございまして、いろんな立場で皆さんと

意見交換をさせていただきたいと思います。  

 その関連で、今日報告のあった２点について少し申し上げたいと思います。  

 １つは、草の根人間の安全保障支援無償のレビューです。これは 20 年以上前にできて、非常に日本

政府のＯＤＡとしてはヒット作であると思います。恐らくこれの生みの親と称する人はたくさん、成功

するプログラムにはたくさんの母親がいると申しますけれども、当時の大島政策課長とか佐渡島首席事

務官とか、元民間援助連携室長であった城所さんとか、いろんな人がこの草の根人間の安全保障支援無

償の成立に携わりました。  

その後、草の根人間の安全保障支援無償はいろんな形で発展・改善を加えてきました。それは勿論、

現地のニーズをできるだけ踏まえるという改善もあったんですが、同時に規則をある意味では厳しくす

る。日本においてアカウンタビリティーを高めようとしますと、どうしても日本国内のロジックではい

ろんな規則を、手続をうるさくする、厳格にする、いろんなところでチェック機能を高めるという方向

の言わば改定も行われてきました。その結果、現地の人々、大使館、それから何よりも現地の受け入れ

られるＮＧＯや現地の住民の人にとって、なかなか面倒くさいとか使いづらいというところがあろうか

と思います。そういうところを御指摘いただければと思います。  

 実は、この草の根人間の安全保障支援無償のレビューを大橋さんがお話を持ってこられたとき、局内

では若干慎重な構えもありました。といいますのは、できないことを提言されたら困るのではないか。

つまり、例えばこうやればいいというのはわかっていますけれども、人を増やしてこれをやれと言われ

ても、人は増えないという状況の中でこれをやれと言われましても、今でもパンクしそうなものがもう

パンクするだけになって、そういうできない提言を出されても困るのではないかというのが一つの原因

であったと思います。  

 それで私は、できないものはできないと言えばいい。ただ、我々が言っても説得力のないような改善

を第三者の目から提言してもらって、できるものを１つでも２つでも採用していけばいいのではないか。

別にそこに、できないものはできないと正直に言って、恐れる必要はないのではないかということでレ

ビューをエンカレッジしたという記憶がございます。その意味で、今のところは非常に外務省とＮＧＯ

の皆さんの話し合いが進んでいるということを非常に喜ばしく思っていますし、これが建設的な、前向

きな形でいくことを信じておりますし、期待をしております。  
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 それから、ＭＤＧｓ特別総会についてですけれども、私はＭＤＧｓ特別総会に勿論出ておりませんし、

多分、現場は非常に大変だったと思います。そもそもだれが行くのか、総理や外務大臣が行くのか、行

かないのか、代表部あるいは外務省内では直前までわからず、残念ながら日本では毎年９月の風物詩に

ここ数年はなっておりますけれども、そういう状況の中で、新しい経験で、ＮＧＯの人たちとどういう

連携を取っていくのかというのは現地でもうまくいかなかったことがあるのではないかと思います。  

 私は気候変動の世界で、ＮＧＯの人たちを政府代表団等に迎えて、何回かともに会合に出席しており

ます。だんだん回を重ねるうちに、どういうふうなやり方にするかというのがわかってくる。  

 それで、松浦が申し上げたとおり、多分、現場に行ったら、そこはもう修羅場といいますか、嵐のよ

うに動いて、そこで何か調整するというのは難しいですし、それから本当の意味での政策調整は事前に

行っていく。それは現に、今回は相当いい形で実現されてきたと思います。あとは総会等の現場におい

てどういうふうに連携を図るかというのは、先ほど松浦が申し上げたとおり、事前の段階でもう少し打

ち合わせれば、次回からはきっともっとよくなるのではないかと思っております。  

 以上です。  

○倭島 ほかに、どなたか御発言されたい方はいらっしゃいますか。よろしゅうございますか。  

 それでは、いつもと違って少し、５分ぐらい早いんですけれども、本日の連携推進委員会はこれで散

会させていただきたいと思います。  

 ありがとうございました。  


